
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のユーザが利用するネットワークに接続され、このネットワークを利用する複数の
ユーザで共有される機器を用いた画像処理システムにおいて、
　複数頁の原稿からなる文書単位の原稿を１枚づつ給紙する原稿給紙手段と、
　この原稿給紙手段により順次給紙される原稿の画像を読取る読取手段と、
　この読取手段により読取った複数頁の画像を記憶する第１の記憶手段と、
　上記原稿給紙手段により給紙した文書単位の原稿の全頁数を記憶する第２の記憶手段と
、
　

　 上記原稿給紙手段により文書単
位の全ての原稿を順次給紙し、指示された頁のみを上記読取手段により再読取する第１の
処理手段と、
　この第１の処理手段により上記原稿給紙手段で給紙した と上記
第２の記憶手段により記憶している頁数とを比較して一致しているか否かを判断する判断
手段と、
　この判断手段により頁数が一致していると判断した場合に、上記記憶手段により記憶さ
れている指定された頁の画像を上記第１の処理手段により再読取した画像に置き換え、再
読取りした画像のみを上記印刷手段により印刷する第２の処理手段と、
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上記読取手段により読取った原稿の頁のうち再読取を行う原稿の頁を指示する指示手段
と、

この指示手段により再読取を行う頁が指示された場合、

文書単位の原稿の全頁数



　上記判断手段により頁数が一致していないと判断した場合に、処理異常を報知する報知
手段と、
　を具備したことを特徴とする画像処理システム。
【請求項２】
　複数のユーザが利用するネットワークに接続され、このネットワークを利用する複数の
ユーザで共有される機器を用いた画像処理システムにおいて、
　複数頁の原稿からなる文書単位の原稿を１枚づつ給紙する原稿給紙手段と、
　この原稿給紙手段により順次給紙される原稿の画像を読取る読取手段と、
　この読取手段により読取った複数頁の画像を記憶する第１の記憶手段と、
　上記原稿給紙手段により給紙した文書単位の原稿の全頁数を記憶する第２の記憶手段と
、
　上記第１の記憶手段により記憶した複数頁の画像を印刷する形式を種々の印刷形式から
指定する指定手段と、
　この指定手段により指定された印刷形式で読取った文書単位の原稿画像を印刷する印刷
手段と、
　この印刷手段により印刷した読取結果を出力した後に、再読取を行う原稿の頁を指示す
る指示手段と、
　この指示手段により再読取り 指示された 、上記原稿給紙手段により文書単位の全
ての原稿を順次給紙し、指示された頁のみを上記読取手段により再読取する第１の処理手
段と、
　この第１の処理手段により上記原稿給紙手段で給紙した と上記
第２の記憶手段により記憶している頁数とを比較して一致しているか否かを判断する判断
手段と、
　この判断手段により頁数が一致していると判断した場合に、上記記憶手段により記憶さ
れている指定された頁の画像を上記第１の処理手段により再読取した画像に置き換え、再
読取りした画像のみを上記印刷手段により印刷する第２の処理手段と、
　上記判断手段により頁数が一致していないと判断した場合に、処理異常を報知する報知
手段と、
　を具備したことを特徴とする画像処理システム。
【請求項３】
　上記報知手段は、上記判断手段により上記第１の処理手段による再読取り時の頁数が上
記第２の記憶手段に記憶している頁数よりも多い場合に、上記読取手段による最初の読取
りが異常であったことを報知し、上記判断手段により上記第１の処理手段による再読取り
時の頁数が上記第２の記憶手段に記憶している頁数よりも少ない場合に、上記第１の処理
手段による原稿の再読取りが異常であることを報知することを特徴とする上記請求項

に記載の画像処理システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えば、画像読取および画像形成を行うデジタル複写機と複数のパーソナル
コンピュータなどがネットワークで接続されている環境で利用される画像処理システムに
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ネットワークに接続されるスキャナを用いて原稿の読取などの処理を行う画像処理
システムでは、ネットワークに接続された複数のユーザに共用されるディジタル複写機に
代表されるような自動給紙装置を持つ高速スキャナを用いて、文書単位での画像読み取り
を一括・高速で実行できる。
【０００３】
このような画像処理システムを構成するディジタル複写機から文書画像を入力しようとす
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るユーザにとっては、複数の原稿を文書単位で取り扱い、スキャン（画像読取）を指示す
る方法が、コピー操作と同様に便利である。
【０００４】
他方、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）に直結された画像読取装置としての低速スキャナ
には、プリスキャンと呼ばれる試しスキャン機能があり、原稿サイズ、解像度、濃度、色
などを微調整する目的に利用されている。この場合は、ＰＣから指示してページ単位でス
キャンを繰り返している。
【０００５】
しかしながら、上記のように、ネットワーク接続されるディジタル複写機を利用して文書
単位で原稿のスキャンを実行する場合、
・デジタル複写機でスキャン操作を行っているユーザが文書単位でスキャンした画像をそ
の場で確認する有効な手段がなかった。また、ユーザの指示により再スキャンした画像に
ついてもその場で確認する有効な手段がなかった。一般に、ディジタル複写機の設けられ
ている表示画面は、スキャン画像の表示に適するだけの表示サイズではなく、この表示画
面ではスキャン画像の確認が困難である。このため、スキャン画像の確認はネットワーク
に接続されたクライアントＰＣ側で表示して確認する必要があり、デジタル複写機でスキ
ャン操作を行っているユーザがクライアントＰＣ側に戻ってスキャン画像を確認する必要
があった。
【０００６】
・文書単位でスキャンした画像に満足できないページが存在していたために再スキャンが
必要な時は、ユーザが再度ディジタル複写機のある場所まで足を運んで、文書単位ですべ
てのページを再スキャンするか、再スキャンの必要なページを取り出してページ単位で再
スキャンする必要があった。
【０００７】
・再スキャンが必要な場合に、再スキャンの必要なページ数が文書の総ページ数に対して
充分小さい時には、前回スキャンした全画像を破棄して全ページを再スキャンして置き換
えると、無駄が多く、処理時間もかかる。
【０００８】
・ディジタル複写機のスキャン機能は高速動作が可能なので、原稿を文書単位で取り扱う
ことが処理時間やユーザ操作において効果的であり、ページ単位でスキャンを繰り返す利
用の方法はそもそも適さない。
【０００９】
といった問題点がある。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
上記したように、ネットワークに接続され、複数の利用者が共有する機器を用いた画像処
理システムにおいて、複数頁からなる文書画像を読取る場合に、読取画像を読取操作を実
行したその場で確認することが出来ず、さらに、ユーザが確認したい部分がわかりにくい
という問題点を解決するもので、複数頁からなる文書画像を読取る場合に、読取操作を実
行したその場で読取画像を確認でき、読取画像のユーザが確認したい部分をわかり易くす
ることができる画像処理システムを提供するを提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　この発明の画像形成システムは、複数のユーザが利用するネットワークに接続され、こ
のネットワークを利用する複数のユーザで共有される機器を用いたものシステムにおいて
、複数頁の原稿からなる文書単位の原稿を１枚づつ給紙する原稿給紙手段、この原稿給紙
手段により順次給紙される原稿の画像を読取る読取手段、この読取手段により読取った複
数頁の画像を記憶する第１の記憶手段、上記原稿給紙手段により給紙した文書単位の原稿
の全頁数を記憶する第２の記憶手段、
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上記読取手段により読取った原稿の頁のうち再読取
を行う原稿の頁を指示する指示手段、この指示手段により再読取を行う頁が指示された場



上記原稿給紙手段により文書単位の全ての原稿を順次給紙し、指示された頁のみを上
記読取手段により再読取する第１の処理手段、この第１の処理手段により上記原稿給紙手
段で給紙した と上記第２の記憶手段により記憶している頁数とを
比較して一致しているか否かを判断する判断手段、この判断手段により頁数が一致してい
ると判断した場合に、上記記憶手段により記憶されている指定された頁の画像を上記第１
の処理手段により再読取した画像に置き換え、再読取りした画像のみを上記印刷手段によ
り印刷する第２の処理手段、および、上記判断手段により頁数が一致していないと判断し
た場合に、処理異常を報知する報知手段から構成されている。
【００１５】
　この発明の画像処理システムは、複数のユーザが利用するネットワークに接続され、こ
のネットワークを利用する複数のユーザで共有される機器を用いたものにおいて、複数頁
の原稿からなる文書単位の原稿を１枚づつ給紙する原稿給紙手段、この原稿給紙手段によ
り順次給紙される原稿の画像を読取る読取手段、この読取手段により読取った複数頁の画
像を記憶する第１の記憶手段、上記原稿給紙手段により給紙した文書単位の原稿の全頁数
を記憶する第２の記憶手段、上記第１の記憶手段により記憶した複数頁の画像を印刷する
形式を種々の印刷形式から指定する指定手段、この指定手段により指定された印刷形式で
読取った文書単位の原稿画像を印刷する印刷手段、この印刷手段により印刷した読取結果
を出力した後に、再読取を行う原稿の頁を指示する指示手段、この指示手段により再読取

指示された 、上記原稿給紙手段により文書単位の全ての原稿を順次給紙し、指示さ
れた頁のみを上記読取手段により再読取する第１の処理手段、この第１の処理手段により
上記原稿給紙手段で給紙した と上記第２の記憶手段により記憶し
ている頁数とを比較して一致しているか否かを判断する判断手段、この判断手段により頁
数が一致していると判断した場合に、上記記憶手段により記憶されている指定された頁の
画像を上記第１の処理手段により再読取した画像に置き換え、再読取りした画像のみを上
記印刷手段により印刷する第２の処理手段、および上記判断手段により頁数が一致してい
ないと判断した場合に、処理異常を報知する報知手段から構成されている。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１７】
図１は、この発明の実施の形態に係わる画像処理システムの利用環境の一例を示す図であ
る。
【００１８】
図１に示すように、この画像読取システムは、例えば、高速の画像読取機能を有し、複数
のユーザに共用されるディジタル複写機２、種々のデータが記憶されるファイルサーバ３
、および各ユーザが個別に利用できるパーソナルコンピュータなどの複数のクライアント
ＰＣ４がそれぞれ通信回線５を介してネットワーク接続されている環境で利用される。
【００１９】
図２は、上記のような環境で利用される画像読取システム１の構成を示すブロック図であ
る。
【００２０】
この画像読取システム１は、複数枚の原稿からなる文書単位の原稿Ｄを１枚ずつ給紙する
原稿給紙手段としての自動給紙装置（ＡＤＦ）１１ａを有する画像読取部（読取手段）１
１、この画像読取部１１により読み取った画像を記憶する画像記憶部（記憶手段）１２、
ユーザに対して操作案内を表示するとともに、ユーザによる種々の指示が入力されるタッ
チパネルを有する表示入力部（指示手段、報知手段）１３、読取った複数の画像を縮小し
て合成したり、所定の部分を切り抜いて合成する画像縮小合成部１４、上記画像読取部１
１により読取った画像あるいは画像縮小合成部１４により合成された画像を被画像形成媒
体としての印刷用紙Ｐに印刷する印刷部（印刷手段）１５、通信回線５に接続され、ネッ
トワーク上の各機器との通信を行う通信部１７、および読取った画像と再読取を実行した
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画像とを管理する読取再実行管理テーブル（記憶手段）１６ａを有し、上記各部を制御す
る制御部（判断手段、処理手段）１６により構成されている。
【００２１】
上記画像読取部１１は、自動原稿送り装置（ＡＤＦ）１１ａが設けられている。このＡＤ
Ｆ１１ａの原稿台に複数頁からなる文書単位の原稿を置くことにより、複数頁の原稿が順
次１枚ずつ給紙されて自動的に読取られる。
【００２２】
上記表示入力部は、タッチパネル内蔵の表示部とテンキー等のハードキーで構成される操
作パネルが用いられ、タッチパネルやハードキーにより種々の操作や設定等の指示が入力
されるとともに、表示部に操作案内やエラー時のエラー内容の案内などが表示されるもの
である。
【００２３】
上記画像縮小合成部１４は、画像読取部１１にて読取った画像をユーザが確認するために
、ユーザが指定する印刷形式で印刷するために、画像の縮小、切抜き、合成等の処理を行
って印刷画像を生成する。
【００２４】
上記印刷部１５は、上記画像読取部により読み取った画像をそのまま印刷用紙に印刷した
り、ユーザが指定した印刷形式に基づいて合成された読取画像を印刷する。
【００２５】
このように構成される画像読取システム１の各構成要素は、画像読取部１１と画像印刷部
１５とがデジタル複写機２により１台の機器として提供されるか、あるいは画像読取部１
１と画像印刷部１５とが異なる機器として提供される場合には両者の設置場所が近いこと
を必要条件として、ネットワーク上のどの機器に具備されていても良い。
【００２６】
例えば、上記画像読取システム１を構成する各構成要素は、画像読取部１１などすべての
構成要素が１台のディジタル複写機２に搭載されていても良いし、画像合成部１４だけが
ファイルサーバ３に搭載されていても良いし、画像記憶部１２と画像合成部１４とがファ
イルサーバ３に搭載されていても良い。
【００２７】
また、デジタル複写機の代わりに、画像読取部１１を有する画像読取装置（スキャナ）と
画像印刷部１５を有する画像印刷装置（プリンタ）とが両者の設置場所が近いことを条件
として異なる機器で提供されてネットワークに接続されていても良い。
【００２８】
上記のような環境で利用される画像読取システム１では、画像読取部１１で読み取られた
画像が画像記憶部１２から取り出されて通信部１７を経由して、最終的にはネットワーク
で接続されたクライアントＰＣ４側に送信することにより各ユーザに読取画像を提供する
ようになっている。
【００２９】
また、上記のような環境で画像読取システム１を利用するユーザは、原稿Ｄを持ってデジ
タル複写機２の前まで足を運び、原稿Ｄの読取りを指示して実行する。そして、その読取
結果を後述する種々の印刷形式で印刷される印刷結果によりその場で読取り画像を確認し
、再読取を行うページを指示するようになっている。
【００３０】
これにより、一度、原稿を持ってデジタル複写機の前に足を運んだユーザは、その場で読
み取り画像の確認まで含めて画像読み取り作業を確実に完了させることができ、画像の読
み取り状態によって、デジタル複写機とクライアントＰＣとの間を行ったり来たりするこ
とを回避することができる。
【００３１】
次に、ユーザが読取った画像を確認するために読取画像を印刷する際の印刷形式について
図３（ａ）～（ｃ）および図４（ａ）～（ｄ）を参照して詳細に説明する。
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【００３２】
読取り画像の確認用の印刷形式は、読取った画像を１ページにつき１枚の印刷用紙Ｐに印
刷する原寸複写形式、読取った画像を各ページごとにページ全体を縮小して所定ページ数
ごとに１枚の印刷用紙Ｐに印刷する縮小合成形式、読取ったすべてのページについて一律
に中央部分を切抜いて所定ページ数ごとに１枚の印刷用紙Ｐに印刷する中央部切抜合成形
式、読取ったすべてのページについて一律に下部中央部を切り抜いて所定ページ数ごとに
１枚の印刷用紙Ｐに印刷する、読取ったすべてのページについて一律に上部を切り抜いて
所定ページ数ごとに１枚の印刷用紙Ｐに印刷する上部切抜合成形式から選択される。
【００３３】
上記原寸複写形式は、読み取った複数頁の原稿画像をそれぞれ原稿と同一サイズの印刷用
紙に等倍で印刷する形式である。
【００３４】
上記縮小合成形式は、例えば、読取った複数頁の原稿画像に対して、各ページを１／４倍
に縮小して４ページ分を１枚（４ｉｎ１）、各ページを１／９倍に縮小して９ページ分を
１枚、各ページを１／１６倍に縮小して１６ページ分を１枚に並べて合成した画像を印刷
する形式である。
【００３５】
上記中央部切抜合成形式は、例えば、読取った複数頁の原稿画像に対して、各ページの中
央部を中心とする読取画像の１／４だけ抜き出して４ページ分を１枚、各ページの中央部
を中心とする読取画像の１／９だけ抜き出して９ページ分を１枚、あるいは各ページの中
央部を中心とする読取画像の１／１６だけ抜き出して１６ページ分を１枚に並べて合成し
た画像を印刷する形式である。
【００３６】
上記下部切抜合成形式は、例えば、読取った複数頁の原稿画像に対して、各ページの下部
の中央部を中心とする読取画像の１／４だけ抜き出して４ページ分を１枚、各ページの下
部の中央部を中心とする読取画像の１／９だけ抜き出して９ページ分を１枚、あるいは各
ページの下部の中央部を中心とする読取画像の１／１６だけ抜き出して１６ページ分を１
枚に並べて合成した画像を印刷する形式である。
【００３７】
上記上部切抜合成形式は、例えば、読取った複数頁の原稿画像に対して、各ページの上部
を１／４だけ抜き出して４ページ分を１枚、各ページの上部を１／９だけ抜き出して９ペ
ージ分を１枚、あるいは各ページの上部を１／１６だけ抜き出して１６ページ分を１枚に
並べて合成した画像を印刷する形式である。
【００３８】
図４（ａ）～（ｄ）は、図３（ａ）～（ｃ）に示す原稿を読取った際の読取り画像の確認
用の印刷形式の具体例を示す図である。ここでは、図３（ａ）～（ｃ）に示すように、３
頁の原稿Ｄからなる文書を読取った場合について説明する。
【００３９】
すなわち、ユーザが原寸複写形式を選択した場合、デジタル複写機２は、読取画像と等倍
の印刷を読取画像にページ番号を付与して全ページ分行う。
【００４０】
また、ユーザが縮小合成形式を選択した場合、デジタル複写機２は、図４（ａ）に示すよ
うに、縮小合成部１４により各ページ全体を１／４に縮小して左上、右上、左下の順に貼
り付けて各読取り画像にページ番号を付与した合成画像を生成し、印刷部１５により印刷
用紙Ｐに印刷する。
【００４１】
また、ユーザが中央部切抜合成形式を選択した場合、デジタル複写機２は、図４（ｂ）に
示すように、各ページについて一律に中央の１／４の部分だけ切抜いて左上、右上、左下
の順に配置して各読取り画像にページ番号を付与した合成画像を生成し、印刷部１５によ
り印刷用紙Ｐに印刷する。
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【００４２】
また、ユーザが下部切抜合成形式を選択した場合、デジタル複写機２は、図４（ｃ）に示
すように、各ページについて一律に下部中央部を元の画像の１／４分切り抜いて左上、右
上、左下の順に配置して各読取り画像にページ番号を付与した合成画像を生成し、印刷部
１５により印刷用紙Ｐに印刷する。
【００４３】
また、ユーザが上部切抜合成形式を選択した場合、デジタル複写機２は、図４（ｄ）に示
すように、各ページについて一律に上部の１／４分の部分を切り抜いて上から順に配置し
て各読取り画像にページ番号を付与した合成画像を生成し、印刷部１５により印刷用紙Ｐ
に印刷する。
【００４４】
上記のように、複数ページの原稿からなる文書を読み取り、クライアントＰＣ４でユーザ
が問題なく利用できる画像が読取れたか否かをその場で確認するために、上記のような種
々の印刷形式から印刷形式を選択して読取画像を印刷出力する場合、各印刷形式ごとに以
下のような点で有効となる。
【００４５】
つまり、ユーザが確認したい目的に応じて、
・すべてのページについて原寸で１ページ１枚として印刷出力する原寸複写形式は、解像
度や原稿送りや濃度や折れ曲がりなど全般を漏れなく確認する必要のある場合に有効であ
る。
【００４６】
・すべてのページを縮小して４ページ１枚、９ページ１枚、１６ページ１枚などに並べて
印刷出力する縮小合成形式は、文書全体がページ抜けや折れ曲がりなどなしに読み込まれ
たことを確認するのに有効である。
【００４７】
・すべてのページについて一律に中央部分を、１／４だけ抜き出し４ページ分を１枚、１
／９だけ抜き出して９ページ分を１枚、あるいは１／１６だけ抜き出して１６ページ分を
１枚に並べて印刷出力する中央部合成形式は、一般に、原稿の中央部分には意味のある画
像情報があり、余白部分ではない確率が高いため、部分画像とは言え原寸のサンプル画像
で解像度や濃度を確認するのに有効である。
【００４８】
・すべてのページについて一律に下部中央部を切り抜いて複数ページ分を１枚に並べて印
刷出力する下部合成形式は、原稿の下部中央部にページ番号が割り振られている場合、そ
のページ番号を追跡することで原稿送りミスなどによるページ抜けがないかどうかを簡単
に確認するのに有効である。
【００４９】
・すべてのページについて一律に上部を切り抜いて複数ページ分を１枚に並べて印刷出力
する上部合成形式は、ＦＡＸ受信原稿の送受信日時（通常、紙面上部に印刷されている）
を確実に読み取り活用したい場合に、読み取り可能領域の境界付近の画像読み取り結果を
確認するのに有効である。
【００５０】
上記のような各印刷形式における有効な点を考慮してユーザが目的に応じた印刷形式を選
択するようにしたものである。
【００５１】
これにより、ユーザが読取画像の確認したい部分がわかりやすい、印刷形式で読取画像を
印刷してユーザに提供することができ、ユーザが再読取を指定するページを見つけやすい
。
【００５２】
図５は、読取再実行管理テーブル１６ａの一例を示す図である。
【００５３】
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読取再実行管理テーブル１６ａには、前回（最初）の読取り実行時（前回スキャン）の原
稿サイズ、解像度、および濃度などの読取りモード（スキャンモード）、前回の読取り実
行後に画像記憶部１２に記憶した画像ファイル名（アドレス表記でも良い）、前回の読取
り実行時にＡＤＦ１１ａにより給紙（フィード）した原稿の総ページ数、読取り再実行の
対象として指示されたページのページ番号、読取り再実行（再スキャン）の対象として指
示されたページごとの読取りモード、読取り再実行後に画像記憶部１２に記憶した画像フ
ァイル名（アドレス表記でも可）、および読取り再実行時にＡＤＦ１１ａによりフィード
した原稿の総ページ数を格納するフィールドがそれぞれ設けられている。
【００５４】
また、読取り再実行により得られた画像が、さらに読取り再実行を必要とする状態であっ
た場合には、読取再実行管理テーブル１６ａを作成し直して、引き続き、読み取り再実行
を受理できるようにする。
【００５５】
すなわち、読取り再実行の対象となる再スキャンページ番号に対応する読み取り再実行時
の再スキャンモードと画像ファイル名とを、前回の読取り実行時の各ページに対応する読
取りモードと画像ファイル名とにコピーする。
【００５６】
さらに、読取り再実行時にＡＤＦ１１ａによりフィードした原稿の総ページ数を前回の読
取り実行時にＡＤＦ１１ａによりフィードした原稿の総ページ数のフィールドにコピーす
る。そして、次の読取り再実行に備えて、読み取り再実行時の各フィールドの内容をクリ
アする。
【００５７】
こうして文書単位での原稿の読取り操作による読取り再実行の指示を煩雑な手間なしに繰
り返すことが可能となる。
【００５８】
次に、複数ページの原稿からなる文書単位の原稿画像の読取処理について図５に示すフロ
ーチャートを参照しつつ説明する。
【００５９】
まず、ユーザは、デジタル複写機２の前まで行き、表示入力部１３によりユーザを特定ま
たは認証するため各ユーザに割り当てられたユーザＩＤとユーザ暗証番号を入力する（ス
テップ１、２）。そして、ユーザが認証されると、ユーザは、複数ページの原稿からなる
文書をＡＤＦ１１ａにセットするとともに（ステップ３）、表示入力部１３により原稿の
読取モードを設定して読取り実行を指示する（ステップ４）。これにより、画像処理シス
テムは、原稿の読取り処理を開始する。
【００６０】
画像処理システムの制御部１６は、ユーザにより原稿の読取が指示されると、表示入力部
１３で指示された読取りモードなどの指示に従って、ＡＤＦ１１ａにより１枚づつ順次給
紙する原稿の画像を画像読取部１１により読取る処理（スキャン）を実行する（ステップ
５）。この際、制御部１６は、画像読取部１１により順次読取った画像を画像記憶部１２
に保存する（ステップ６）。
【００６１】
そして、ＡＤＦ１１ａ上に載置された原稿の読取が完了し、それらの読取画像の画像記憶
部１２への保存が完了すると、制御部１６は、後述する確認印刷処理により画像記憶部１
２に記憶された画像ごとに原稿頁（画像番号）を付して画像の縮小や合成などの画像処理
を行い、その処理された画像を印刷処理する（ステップ７）。
【００６２】
ここで、印刷する読取画像の印刷形式は、上記したような種々の印刷形式のうちユーザが
確認したい目的に応じてユーザにより選択される。ユーザは、原稿画像の読取りを実行し
たデジタル複写機２で印刷された確認用の印刷結果を見ることにより読取った画像を確認
する。
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【００６３】
この確認の結果、読取った全ての画像がユーザの満足するもので、原稿の再読取りが必要
なページがない場合（ステップ８）、ユーザは、表示入力部１３により読取終了を指示す
ることにより原稿の読取り処理を終了する。
【００６４】
また、確認の結果、読取り画像がユーザの満足するものでなく、再読取りを実行するペー
ジがある場合（ステップ８）、ユーザは、文書単位の原稿をＡＤＦ１１ａ上に再度セット
して（ステップ９）、読取り再実行が必要なページ番号とそのページに対する読取りモー
ドとを表示入力部１３で入力し、原稿の読取り再実行を指示する（ステップ１０）。
【００６５】
この際、ユーザが読取り再実行を指示した再スキャンページ番号は、ユーザがその再スキ
ャンページ毎に設定した解像度、原稿サイズ、濃度などの読取モードとともに、読取再実
行管理テーブル１６に記憶されて管理される。
【００６６】
制御部１６は、ユーザにより再読取が指示されると、ＡＤＦ１１ａ上から原稿を１枚ずつ
フィードして、読取再実行管理テーブル１６ａの内容を参照し、ユーザに指示された再読
取を実行する対象のページについてのみ再読取（再スキャン）処理を実行する（ステップ
１１）。
【００６７】
そして、制御部１６は、すべての原稿ページをフィードすると、その読取り再実行時にフ
ィードした原稿の総ページ数を読取再実行管理テーブル１６ａに記録する。制御部１６は
、この読取り再実行時（再スキャン）の原稿の総ページ数と前回の読取り実行時（前回ス
キャン）の原稿の総ページ数と比較することにより、ページ数が一致しているか否かを判
断する（ステップ１２）。
【００６８】
この判断によりページ数が一致していると判断した際、制御部１６は、連続した２回の画
像の読取り時において、少なくともＡＤＦ１１ａによる原稿給紙（シートフィード）動作
が有効であったと判断する。そして、再読取り処理の結果として読取った画像を、前回の
読取り処理の結果として画像記憶部１２に記憶されている画像と差し替える（ステップ１
３）。
【００６９】
制御部１６は、差し替えを行った読取画像のみを印刷する差分印刷処理を実行する（ステ
ップ１４）。ユーザは、この印刷結果により再読取した画像を確認し、再読取り画像が満
足するものでなかった場合には、さらに、再読取りを行い、満足するものであった場合に
は、処理を終了する（ステップ８）。
【００７０】
また、上記ステップ１２で、前回の読取時のページ数（ＡＤＦでフィードしたページ数）
と再読取時のページ数（ＡＤＦでフィードしたページ数）とが一致していない場合、連続
した２回の画像読取り時においてＡＤＦ１１ａによるシートフィード（原稿給紙）動作に
エラーが発生した可能性があると判断して、表示入力部１３によりエラーを通知する。
【００７１】
すなわち、制御部１６は、前回スキャンのページ数と再スキャンのページ数とが一致せず
に再スキャンのページ数の方が多いと判断した場合、前回読取り実行時のＡＤＦ１１ａに
よるシートフィードに問題があった可能性が高いと判断する。この判断により制御部１６
は、表示入力部１３の表示画面に前回スキャンが正常に行われなかったため原稿の読取り
を初めからやり直すべきである旨を案内表示し、前回の読取り実行時に読取った読取画像
を無効として上記ステップ３へ戻る（ステップ１５）。
【００７２】
また、制御部１６は、前回スキャンのページ数の方が多い場合、再読取り実行時のＡＤＦ
１１ａによるシートフィードに問題があった可能性が高いと判断する。この判断により制
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御部１６は、表示入力部１３の表示画面に再読取り処理が正常に行われなかったため再読
取り処理をやり直すべきである旨を案内表示し、再読取り時に読取った画像を無効として
上記ステップ９へ戻る（ステップ１６）。
【００７３】
上記のように、ネットワークに接続されるデジタル複写機により、ＡＤＦで文書単位の原
稿を１枚ずつ給紙して原稿画像を読取り、その文書単位の読取画像を、原寸複写形式、縮
小合成形式、上部切抜合成形式、中心部切抜合成形式、下部切抜合成形式のうちユーザが
選択する印刷形式で、各頁ごとに画像番号を付与して印刷するようにしたものである。
【００７４】
これにより、読取り操作を行ったその場で、文書単位で読取った複数の原稿画像をユーザ
の目的に合わせて効果的に確認できる。
【００７５】
また、複数頁からなる文書単位の原稿の読取り動作を、ユーザが満足する読取り画像が得
られるまで繰り返して行う場合に、文書単位で再びＡＤＦにセットされる原稿から再読取
が指定されたページについてのみ再読取りを行うようにしたものである。
【００７６】
これにより、原稿の束から再スキャンが必要な頁だけを取り出す手間がかからずに、文書
単位のままで原稿を取り扱うことができ、かつ、再読取りが必要な頁のみを読取り、不必
要な頁の読取り処理を行うことなく、処理時間や処理に要する記憶容量などの処理の無駄
を無くすことができる。
【００７７】
また、複数頁からなる文書単位の原稿の読取り動作を、ユーザが満足する読取り画像が得
られるまで繰り返して行う場合に、文書単位で再びＡＤＦにセットされる原稿から再読取
が指定されたページについてのみ再読取りを行い、再読取りした画像のみを確認用に印刷
するようにしたものである。
【００７８】
これにより、無駄な印刷出力を避けることができ、ユーザが確認したい再読取り画像のみ
を効率的に確認することができる。
【００７９】
また、複数頁からなる文書単位の原稿の読取り動作を、ユーザが満足する読取り画像が得
られるまで繰り返して行う場合に、前回行った読取り時の頁数と次に行った読取り時の頁
数とを比較して一致しない場合には、頁数の少ない方の処理が正常でないと判断して、そ
の頁数の少ない方の処理による読取画像を無効とし、その旨をユーザに案内するようにし
たものである。
【００８０】
これにより、文書単位の原稿の読取り操作を繰り返してユーザの満足する画像が得られる
まで行う場合、煩雑な手間なしに、確実に再読取り動作を繰り返すことができ、読取り頁
のずれの原因となる原稿給紙の失敗による影響を最小限に抑え、読取り頁のずれによる無
駄な用紙印刷を避けることができる。
【００８１】
次に、上記ステップ７での確認印刷処理について図７に示すフローチャートを参照しつつ
詳細に説明する。
【００８２】
まず、ユーザは、原稿の全ページの読取りが完了すると、表示入力部１３により読取画像
を確認するための印刷形式を指示する。この際、ユーザは、読取画像の使用目的や確認し
たい点を考慮して印刷形式を選択する。なお、このユーザによる印刷形式の選択は、原稿
の読取り開始時に指示するようにしても良い。
【００８３】
ユーザにより読取画像の印刷形式が選択されると、制御部１６は、いくつかの選択肢から
選択された印刷形式を内部設定する（ステップ２１）。制御部１６は、設定した印刷形式
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に応じて画像縮小合成部１４により読取った画像に原稿頁（画像番号）を付与するととも
に、画像の縮小や拡大あるいは合成の処理を実行する（ステップ２２）。制御部１６は、
この縮小合成した画像を画像記憶部１２に一時保存し、印刷部１５により印刷して出力す
る（ステップ２３）。
【００８４】
次に、上記ステップ１１での再読取（再スキャン）処理について図８に示すフローチャー
トを参照しつつ詳細に説明する。
【００８５】
すなわち、ユーザにより読取の再実行が指示されると、制御部１６は、再読取り処理の実
行を開始する。ここで、ユーザは、読取り処理の対象としている原稿を文書単位でＡＤＦ
１１ａにセットするとともに、その文書単位の原稿うち再読取りを行うページ番号とその
読取りモードとを表示入力部１３により指示する。
【００８６】
制御部１６は、ＡＤＦ１１ａ上の原稿を１枚ずつフィード（給紙）し（ステップ３１）、
ページをカウントしていく。そして、制御部１６は、カウントしているページが読取り再
実行の対象ページであるかどうかを読取再実行管理テーブル１６ａを参照して判定する（
ステップ３２）。
【００８７】
この判定によりシートフィードのカウント値が再読取りが指定されているページである場
合、読取再実行管理テーブル１６ａを参照することによりユーザに指定されたページに対
する読取りモードを設定する（ステップ３３）。そして、その設定した読取りモードでの
原稿の画像を読取り（ステップ３４）、その読取り画像を画像記憶部１２に保存する（ス
テップ３５）。その原稿のページに対する読取処理が終了すると、ＡＤＦ１１ａにより次
の原稿のシートフィードを行う（ステップ３６）。
【００８８】
また、上記ステップ３２で、再読取りの対象となるページでない場合には、次の原稿のシ
ートフィードを行う（ステップ３６）。
【００８９】
制御部１６は、原稿をシートフィードするごとにフィードした原稿のカウント値により文
書の最終ページかを判断する（ステップ３７）。この判断により最終ページでない場合に
は、上記ステップ３２へ戻り、次のページに対する処理を繰り返す。また、最終ページと
判断した場合、制御部１６は、シートフィードした全原稿のページ数を読取り再実行管理
テーブル１６ａに記憶し、再読取の処理を終了する。
【００９０】
次に、再読取処理により読取られた画像の印刷処理について図９に示すフローチャートを
参照しつつ詳細に説明する。
【００９１】
まず、文書単位の原稿の再読取処理が完了すると、ユーザは表示入力部１３により再読取
した画像を確認するための印刷形式を指示する。この際、ユーザは、読取画像の使用目的
や確認したい点を考慮して印刷形式を選択する。なお、この再読取画像に対する印刷形式
は、再読取の開始時にユーザが指示するようにしても良いし、前回の原稿の読取り時にユ
ーザが指示した印刷形式を採用するようにしても良い。
【００９２】
そして、ユーザにより再読取画像の印刷形式が選択されると、制御部１６は、いくつかの
選択肢から選択された印刷形式を内部設定する（ステップ４１）。制御部１６は、再読取
した画像のみを対象とし、設定した印刷形式に応じて画像縮小合成部１４により画像ごと
に原稿頁（画像番号）を付与するとともに、読取った画像の縮小や拡大あるいは合成の処
理を実行する（ステップ４２）。制御部１６は、この縮小合成した画像を画像記憶部１２
に一時保存し、印刷部１５により印刷することにより差分印刷を行う（ステップ４３）。
【００９３】
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上記のように、文書単位の原稿の読取りを行った後に、ユーザの再読取を行う頁の指定に
応じて、再読取が指定された頁のみを再読取した際に、その再読取をを実行した頁の読取
画像のみを選択された印刷形式で印刷するようにしたものである。
【００９４】
これにより、ユーザは、再読取りを行った頁の再読取画像だけを、確認したい目的に合致
した印刷形式の印刷結果により効率よく確認できる。
【００９５】
【発明の効果】
以上詳述したように、この発明によれば、ネットワークに接続され、複数の利用者が共有
する機器を用いた画像処理システムにおいて、複数頁からなる文書画像を読取る場合に、
読取操作を実行したその場で読取画像を確認でき、読取画像のユーザが確認したい部分を
わかり易くすることができる画像処理システムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施の形態に係わるネットワーク環境の構成例を示す図。
【図２】この発明の実施の形態に係わる画像処理システムの概略構成を示すブロック図。
【図３】文書単位の原稿例を示す図。
【図４】図３の原稿例の読取画像を種々の印刷形式で印刷した印刷例を示す図。
【図５】読取再実行管理テーブルの例を示す図。
【図６】この画像処理システムにおける文書単位の原稿の読取処理を説明するためのフロ
ーチャート。
【図７】確認印刷処理を説明するためのフローチャート。
【図８】再スキャン処理を説明するためのフローチャート。
【図９】差分印刷処理を説明するためのフローチャート。
【符号の説明】
２…デジタル複写機
４…クライアントＰＣ
５…通信回線
１１…画像読取部
１１ａ…自動給紙装置（ＡＤＦ）
１２…画像記憶部
１３…表示入力部
１４…画像縮小合成部
１５…印刷部
１６…制御部
１６ａ…読取再実行管理テーブル
Ｄ…原稿
Ｐ…印刷用紙
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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